
令和８年３月２６日 

緩和ケア病棟の室料差額徴収についてのお知らせ 

 

 日頃より市立砺波総合病院をご利用いただきありがとうございます。 

 この度、当院緩和ケア病棟の人員体制の変更に伴い、下記の通り室料差額を 

徴収させていただくこととなりました。 

 なお、令和 8 年 3 月 31 日までにご入院されている方につきましては、ご退院

までの間は徴収の対象とはなりません。 

 

 突然のご案内となり誠に申し訳ございません。 

 ご利用者の皆様には大変なご心配とご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞ

ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

記 

     各病室の室料差額について 

病室 固有設備 室料差額 

（税抜き） 

701 号室  4,200 円 

702 号室  4,200 円 

703 号室 シャワー 5,200 円 

705 号室 シャワー 5,200 円 

706 号室  4,200 円 

707 号室  4,200 円 

708 号室  4,200 円 

710 号室  4,200 円 

711 号室  4,200 円 

712 号室  4,200 円 

713 号室 小上がり 8,300 円 

715 号室 小上がり 8,300 円 

716 号室 小上がり 8,300 円 

717 号室 小上がり 8,300 円 
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